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教育部会での検討の結果、ネクタイ・リボンの着用は選択制となった。そのためネクタイ

およびリボンのデザインについて部会案を決定する。 

＊義務教育学校９年間のうち、小学校段階にあたる１～６年生を前期課程、中学校段階にあたる７～９年

生を後期課程に区分しています。 

 

新標準服の着こなし 

 ▶リボン・ネクタイについて 

・基本のスタイルは、リボン・ネクタイを着用しない。 

・リボン・ネクタイの着用を希望する生徒は、着用を可とする。 

・リボン・ネクタイを着用する場合は、ポロシャツの第１ボタンを留める。 

・リボン・ネクタイを着用し、上着（ブレザー）を着用しない場合はシャツの裾をズボン、

スカート等の中に入れる着こなしとする。 

・儀式的行事においても、通常時と同様にする。 

 

 ▶ポロシャツについて 

・基本のスタイル時には、ポロシャツの第１ボタンは外してもよい。 

・基本のスタイル時には、ポロシャツの裾はズボン・スカート等から出してもよい。但し、

上着（ブレザー）を着用する時は、ポロシャツの裾が上着から出ない着こなしとする。 

 

 ▶スカートについて 

・スカートの丈は、膝が隠れる程度とする。キュロットも同様とする。 

 

 ▶名札について 

・豊前中学校においては、在校中は着用し、登下校時は外す。 

・蔵春学園においては、着用しない。 

 

 ▶靴下について 

・色は白、黒、紺とし、柄はワンポイントとする。 

・長さは、くるぶしから膝までの間とする。 

・蔵春学園においては、合岩中学校で昨年度実施された生徒総会での長さ・ワンポイ

ントに関する決定事項（長さ、ワンポイントのサイズ自由）を引き継ぐ。 

 

 ▶タグの色 

・指定の刺繍バッジを着用し、豊前中学校(八屋・角田・千束)は赤、蔵春学園（合岩）は

青とする。

協議事項（１） 

豊前市立中学校および義務教育学校（後期課程＊）標準服の 

ネクタイ・リボンのデザイン決定について 
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